
令 和 ７ 年 ３ 月 3 1 日 

物流・自動車局審査・リコール課 

 

自動車等の型式指定申請における不正行為に対応する関係法令を整備します 

～自動車型式指定規則等及び関係告示の一部改正・制定～ 

 

１．背景 

複数の自動車メーカー等による型式指定申請における不正行為が確認され、型式指

定を取得した自動車が保安基準不適合となるなどの事案が明らかになったことを受

け、令和６年４月、国土交通省物流・自動車局は、その再発を防止するため、外部有

識者を含めた「自動車の型式指定に係る不正行為の防止に向けた検討会」を設置しま

した。本検討会における計９回の議論を踏まえ、同年 12 月のとりまとめにおいて、

自動車メーカー等における不正リスクを低減するための対応策として以下が示され

ました。 

（主な対策） 

○ 型式指定時に、自動車メーカー等における認証業務に係る内部統制に係る取組

状況を確認すること 

○ 型式指定後に、実車による試験を行い、量産車の保安基準適合性等を監視する

こと 

○ 不正を行った者に限定して、審査の強化等の措置を一定期間講じること 

 

上記を踏まえ、自動車等の型式指定申請における不正行為の再発防止策を講じるた

め、関係法令について所要の改正等を行います。 

 

 

２．主な改正等の概要 

⑴ 自動車型式指定規則、装置型式指定規則及び共通構造部型式指定規則の一部改正 

① 自動車等の型式指定に係る申請に際し、申請者に対して、当該申請者の内部統

制システム（申請業務を適正に実施するための体制をいう。）の概要に関する

書面の提出を求める。（自動車型式指定規則及び共通構造部型式指定規則のみ） 

② 道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号）第 75条第７項等に基づく是正命令

を受けた者に対して、当該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする場合に

おいては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられ

ていることを証する書面の提出を求める。 

③ 不正行為を行った者に対して、自動車型式等の変更申請時において、国の判断

により、省略可能となっている申請に係る添付書類の全部又は一部の提出を一

定期間求めることを可能とする。 

④ 型式指定後において、指定製作者等に対して、実車を用いて量産車等の基準適

合性等を確認し、その結果を国に報告するよう求める。（自動車型式指定規則

及び共通構造部型式指定規則のみ） 

複数の自動車メーカー等による型式指定申請における不正行為が確認されたことを

受け、昨年12月に検討会でとりまとめられた再発防止策を踏まえ、自動車型式指定規則

等の関係法令の一部改正・制定を行います。 



 

⑵ 道路運送車両法関係手数料規則の一部改正 

自動車等の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査を機構が

行う場合において、機構に納めなければならない手数料の額について、不正防止対

策のための費用及び近年の人件費高騰等に鑑み、実費を勘案し所要の改正を行う。 

 

⑶ 道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装

置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に

関し必要な事項を定める告示及び完成検査実施規程の一部改正 

① 道路運送車両法関係手数料規則の改正に伴う号ずれを措置する。（道路運送車

両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式

についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し

必要な事項を定める告示のみ） 

② 自動車型式指定規則の改正に伴う号ずれを措置する。（完成検査実施規程のみ） 

 

⑷ 自動車等の検査結果の分析等の方法に関する告示の制定 

(1)④の実施のために必要な規定を定める。 

 

３．公布・施行 

公 布：令和７年３月 31日 

施 行：(1)②, (1)③関係   ：令和７年４月１日 

(2), (3)①関係   ：令和８年１月１日 

(1)①, (1)④, (3)②, (4)関係 ：令和８年４月１日 

問い合わせ先 
物流・自動車局 審査・リコール課：東海、萩原、櫻井 

電話 03-5253-8111（内線 42363）、03-5253-8596（直通） 


